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食料安全保障への2つの規範的アプローチとその可能性:
飢餓・栄養不良問題での食料への権利(the right to food)と

食料主権(food sovereignty)

髙 橋 敏 哉

三はじめに
飢餓･栄養不上部1.】題に関する食料安全†某陣がグローバルな課題として議

論されるようになってから久しい.入関のIl:.命と尊厳に関わるこのF,".J題
は､国際社会で広く政策課題としてIIJJ-されてきたot蛙相の食料′l:_庫は
年 増々えつつあるが､llf二相の人l_jは2050年には91億5千)パ二速すると5'p
il)./:仁 一-..:i,l:tj_l'1.･,I;J､=j';･.-.i･･L..hi'.･jJJ{f辛目.I..結-､∴里i:､i.!-'J:.･∴.i
~tlt潮の飢餓人目は2009年には10億200Jj人に達し､その後ナ'.=rO)減少は
I,Lられるものの､2015年までに｢tI~t界の飢餓人l_Iを半'JJにする_｣という
2OOO隼のLk7連開発サミットでのミレニアム開発Fl標は､i:uJ夫として速成
州:j'･1';:どr/:',;1､二'こ･∵こ:′■'

19-10年代後半に始まった ｢緑の革命｣は､6()年代初頭から7()叶代にか

､!':_亘 Il;I:∴1,,Jj..I,.I.:1. いJ,;.j:汀･j.I./tJl上.;:…ilH '､llH ′トーー吊小､JL導

入し､機械化､農薬の積極的使用を伴いながらも戯物0)′日日性のIl'りL.に大

きく貢献 した.90年代未までのItr_-狸の l:.要穀物の増産と価格の 卜落は､

の穀物市場は新興国や発展途 卜川での人IIの増 大､その経済発展に伴う食

料需要などの構造的要l七日こ加え､･気候変動､バイオエタノ-ルのニ- ズ

の増大､ODAをl-1JJLlとした闇業J̀'1賢の低 卜､また都市化の進展､農村の

IL届.;:i:_:il.:確..叫 J･･.立 p:一:･rl'1.I. 1･宣.･i∵:l'Jl.I:3.二王′∴∵二､t･,:: トJ.'.i二;'J.

を中jL､としたttf二相の食料価格は9(川:-代後半か ら 卜昇に転 じ､とりわけ､

2()06年か ら20()8年にかけての i･:要穀物価格の高騰はこの30年でふ摘 r-:で

あi)､途 E･_ll掴)蔦小jIをIIlJL､に多くの飢餓 ･栄養不良問題を･jlき起 こしたL,

また､価格0)変跡hL.I;も苦しく大きくな り､ この危機の最後の1日カ)j吊Jに

く( I/;TL'＼ …∴∴ -. j二は.:ミ川l∫､一･-1ニトV･'!.日日.1!TIL.･i/.･･卜.:･ ミ∴

二･'tl･::l･汁,.3･～･:ll､.て,iI'!_∴.:,■再 ;!,i･･工 二･･:..':･!､J:-
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食料は人間の生命､浄厳を支えるIt長も･TI-_要な資源の1つであるO自然環

境の影響を大きく受ける ･jjで､そU)′卜確､分配､消費､また安全性の課

題は人間活動の在りJjが 大きく関わっている.食料問題のItTで飢餓 ･栄

義-不良問題は､人間の′I:_命と浄厳への巌も大きな ｢脅威｣となる課題で

あるo ･般に飢餓とは､食料として摂るべき必要カロり-に坐らない緊

急的あるいは慢性的状況をf旨すOこ才1は往L村解消といった人間開発､人間

の安全†与が草で最も重要な課題と表裏 ･体のものである(､ ･Jj､栄養イく良関

越はやや柚経で､多様な形が存11三しいたってtH'.I.;i川/.)であるO阜くは飢餓の

F.H.J越と巾なi)､その深刻なものの1つがプロテイン (タンパク'Lt'iA)-エネ

ルギー栄養不良 (Protein-energymalnut~rition:.I.-EM)である.その

他､途 I･.国0)(･どもの慢性的栄養イく良問題､常態化している栄養イこ良から

くる扶病､カロ1)-は足りていても塩 ･ミネラルなどの必要な栄養素が足

りない1刷上や､'Jt進Lfiトなどで比られるカロリー過多などからくる扶痛など

も対象となるO

今Il､L:tiI際社会において飢餓 ･栄養イく良ド(.1越は ｢食粁女全†三郎章｣とし

て取 り 卜げられているO食料安全保障は､全ての人々が食料を安定的に

確保し､かつその食料が適切な栄養を満たすものであることを求めてい

るOそれは､1つの国東の政策だけではなく､Lkl境を越え､個々の人間を

始め､t軒家問組織 (以 卜､国際機関)(1N(iOs)､NGOs､車上揖I二会組織

(cs(.)S)､プライベー ト･セクター (比問企業等)をもステーク ･ホJL,

ダーとして関わる ｢グローバル ･レベルU)ガバナンス,A(llj.卜､グロ-バ

.r;I.日＼B: /( )鳥-,-!■_./ ヾ'}‥ -..;･I.:～≡ /t‥･ -､)

ような考え力1こJ.Eづき､どのように飢餓 ･栄養イり帥r,]題に取り組みつつあ

るのかは､食料安全保障の根幹に関わる課題であるO

グローバル ･ガバナンスとしての食料安全保障において､どのような

考えJjや†1滴しみが′f･'_まれつつあるのかL,本Gt:,I;では､この.#題へのLf立返の

1､､･.‥ i､ .J ､. ,' ･-●了(.:仁 .i' 二門/t･jir.J十 . _､ ､,'

ローチ0)I･1能什とl.'1.1地点について､∧代打なりのコメントを加えたいO

｢~食料への権利｣と ｢食料斗 権_｣アプローチは､1996隼のtlI;-LN食料サ

ミット (llTFS)(llJ卜､lt)96WFS)で議越の ･つとして取り E･.げられ､

その後､学術のみならず'Li:純にFl胴)る r･･法として食料安全保障の議論に現
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れるようになったO前者はその後､tlt柑食料出業機問(FAO)の食料安
全[～郎草へのlつのl狛)組みとして進展したL, ･Jj､後捌ま､~N(:,O､′トfll業
H-､研究霞などをl二二f-1心に主PIEvllSれ､10･-10隼代後半からの緑U)LY.:命に対し
て人きな批判をしつつ､食料安全†hl-Ii勘こ向けて価伯の転換を求める考えjJ'
､:'亡II.い.'J ii付l:l'､｢､∴∴一:I･.･r/! .:一･…j ､i.一il-･･日,.:;i'.:Lt:
も限られているのが現状である｡そこで､･本納の課題は､こ0)2つのアプ

ローチの詳細な分析を行うことよi)も､これらを紹介し､その概略の説明

をすることに焦点をILIIIiくことにするL,

最初に､筆芹の卑門分野0)1つである安全†三郎章研究と関連付けながら食

料安全保障の位L'指づけをしてみたいOこのLflで､飢餓 ･栄養不良問題とし

ての食料安全保障の｢あるべき姿｣について､FAOの規範の変遷を概略

る｡最後に､2つの規範的アプローチの考察を行い､今後のこの2つのア

プローチのIJtf'近作と(,'LIJ題点に言及するL,

Ⅲ食料安全保障論

及)

I/l･/11削.I.日 工i;:.＼l巨.･:tm i:'J十 i巨,､‥!･'. /'J .I-Ai.:･'∴軒IJ. ~･･,∴!･1r;.

ト∴恒 ■i'!'.j:､ I;,い一号./:.づIJ∴ .-..∴･･･:..L･- いi ､..:∴.!.･∴･:

I-JL.･~･i:['､.';.I;':fl∴ ミ ー∴ ･ 工 一宮 ':･:,∴ ･L,..∴ 巧 ､ ).:.;lY.:; '!::/[

保障とは物理的生存の確†射こ留まらず､そ0)ト†本に関わる ｢･定の価値の

[い′'. ･t:=l:'t]二L.･I:.声,1.I)､∴ ､ ● '...一一･ . .-' I/:､㍉S･.:･‡:,

･般に考えられているようなiii.なる叩■Jり)のわ引糊､その行使によるl甘衣の

｢物坪的保護｣を越えた､ItiI一束ある1-1はそれ以外の安全L某障の主体の持つ

諸価値の保護を対象とする rJil-い｣概念であるといえるO

:.･.､:'一一卜∴'.≡･:/.､＼里;I.:.Jl･[I.･,･I. }l■.ー;.:I_ :.-い一 ､.･､

た｡llミl際問係学での信組的な安全†某障論は､匡f'束を i-_体とする ｢Ltミ保 安仝

ln'章一j概念の 卜､回一束対国家のFft卦lみのL卜で ｢政治-Jtff'_Lj';セクター ('JJ

野)｣に扶点を､l'Jててきた｡冷戦期において安全†削卓論は叩l桐酬1i.iLl論とほ

ぼIHl義であり､校抑l卜論などがその111校に開かれていたO安 田米障論が

独t'IO)矧 ii･]を始めるのは80年代以降であ(･)､学術的にはバ1)一 ･ブザン

(I.iこIrry I丸17.こ111)の ｢人 ､々同家､怖れ｣(I)eople.St;~1teS.ZIIl(Ir:eこIr)
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(1983､1991)が安全†捌草の地､ド線を拡 大し､現在の安全†郡章論の加')Ill

ll･'L'車 t･J7t･1.'~I/1.､L一汗L∴ ∴＼/'･ ./'J/l･''-I凧 ..Ii巨 '_∵ ∴ ; ･'i;･.rL.

安全(;郎章の多様なセクター､安全(1郎章化 (St?curiti7,とItion)など､ブザン

･.I:/u:小J:;･r'::-･∴-;Jこ､∴～

･方､政策レベルからの安全保障課題0)拡 大は､ポスト冷iii.ugHこ入ると

広 く見られるようになった090隼代には､従来U)川J衣対IIil家の枠組みで

は説明できない新しい安全保障の課題が広くf旨摘されるようになった｡こ

の新しい安 全f米陣の課題は.~i~1-.に3つに分けることができよう｡,1つ日は政

洋卜-'･7･r_LJfセクターではあるが従来のl甘泉対いミl家のIlX7式は比えにくいテロ1)

ズム､由賊などの裸題である02つt.~~Iは環境､移出､Ikl際犯非､痩痛､経

済 (エネルギー ･食料 ･金融システムなど)などの新しい安全I那草'JJ野の

.課題であるO:1つ日は､｢人l''り｣を安 全保障の1--.体としておく ｢人問の安全

しい安全(米障分野は rjL:･信統t町友仝保障｣と呼ばれ､今Hでは安全†.紺 需品

の1つの')I野として確立している0

2)

食料安全保障はこのような ｢非lLミ紙的安里 与郎草｣の課題の1つとして位

置づけられるO グローバルな政泊灘題としての食料安 全保障の原点は､

).I)I.11}Ii代･.).;;ト寧日J.代∴r･iiJ.1''/.､../.lt∴､.二 ∴!,./{∴ ∴､ J･･ト言ト‖L:

景を持った食料安全保障論の鴨場は比較的新 しく､ 多くの 文献や研究は

:〉tl･川･･'il'し:-F､･一∴′.･l∴′,･P.1‥,.I / . !rlL/I･･.日工 こ./∴汗卜j･/諭 l!-汁

a)中では ｢資源の欠乏｣をめぐるものであり､貸源をめぐる経済セクタ-

の安itIhl･陣の典I剛叫として位間づけることができるL,加えて､環境安全†策

I;I.lU､ J'Jl.い /̀l･.三･T'r･!J二･一:II.(.,_(･.･:.丹 J11.-.I.･I.Jjl､_∫.:I.I/, !:.:l･..･'/1､いJ:1;;･:･

とU)r排出でいえば､気候変動､水資源の枯渇､ Il.壌の荒廃など､蔦業′f:_pJl:i

a)｢汚藩,-jL･†能性..j0)F,ltJ題を問うものであるLlまた､ 人間の安全保障との糊

係でいえば､往L叫､社会偶発の問題とも密接に関わるO このことから､入

関の尊厳の[別!iとのI排出で論じられるべきものであるL,

今H､ 一般に食料安全保障とは飢餓 ･栄養不良問題のことを指すi,それ

は､L‡本Il;1両でイメージされることの多い ｢l耳衷安全保障｣のf桐Ilみから

､･ 上I=トト: :,∩.一言.::_∴､-ll.fJI工,I/1'Jr1'lj粧し-L!･;:TJ-,TでLこ:{ t車言い 圭11･

不良問題としての食料安 全保障は､ 多様なステーク ･ホルダーを含むグ
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ローバ)i,･ガバナンスlこ依拠する｡その安全[米障U)i:_I小二はJl.:l叶衣1:.(本で

ある rJJHl｣や r'表庭 (household)｣が含まれるOそして､政策決定0)

メカニズムにおいてはFiilO､LhJ連農業開発基金 (ItrJゝr))､tlI.L柑食料計ドIli

(WFl))などの国連の諸機曜日こ加え､N(二;()S､し､SOs､LClr"11企業 (プライ

ベー トセクター)などもステーク ･ホJLダーとして関わり､多くの｣=甘京

王1本が問題解決への議題設定､政策拙.-i'に関わっているL,

ルーズノウの定義によれば､ガバナンスとは ｢公式に採択された憲法典

や条約だけではなく､問 (州JJ二) i:jli川/Jな意味に依拠するルールのシステ

∴ ■∴ト : (,I;I/i-'il一古･.･∴ :l冊 /,I,.日ト ､̀.･･1.:)､i:lノ∴:.ト.･∴i､.

｢規範Jと ｢美践｣のtT..Ifth'Etrf'JftEiみETHaにあるといえるC｢飢餓や栄養イく艮

問題U)ない､あるべき食料安全保障の状態｣についての規範 (以 卜､｢状態

規範｣)がLIミl際会議やそ0)ETI-.要文.IFを通 じ′l■i二言されてきたOそして､その

｢状態規範_｣を受けて､国際機関や国東､NGOなどの主†本が艮†仰 fJ政策

やiIi-1lJ隻を梢み Lげ､tkE二､二の美践の中から新たな規範の定義にT'''目すて議

題設定が行われてきたOこU)過程に参加する匝l際機旧やN(;(_)は､食料安

全[米陣でのf引ri]U)政策をリードするルールt実践の構築HLとなっているLl

.'i)

洋汀F'lJ､知日'JFlJfT1割は大きいものであったL,様 ヤなステーク･ホルダーとの議

論を通じ､FAOの規範提起は変化してきたL,そur)中で ｢状態規範｣は､

このガバナンスのルールのLlT'LバこあるものであるL,_その考えノjの変化は

FAOl別系の文献､IJ本Llミl外の.LtJ.版物では広く紹JTされているが､ここで

1'~･...'L;な.llJ･1.･'lリ了､)~iく:卜J.:L.､･.･.ー_ _II.･ ､

FAOの 月人態規縄｣の出発点は､食料安 全†即章を食料の供給サ イドの

改良､/iTl業U)機械化､ll漣葉や肥料･の梢柚汗]'Jlt損Hを通じこのI川'Jlこ取り組ん

だL,以 卜に示すト＼OO)_川 70隼†(a)｢状態規範Jは､この′恒廿巨川,'t,J題か

らの規範U)定 立であるt,

食料U)安'IてIlit畔とは ｢甘ド冊j代U)I:翫I,qな拙､転を支え､(ltlif.YとII:.什U)変動を川持しう

L川7･lIf-L-Ill.-IN食料サミ､ソト小)
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ことは言うまでもない.しかしながら､食料′I:.碇が増大し､(5摘3-g=壷を円本と

しては必ずしも足りないわけではないにも関わらず､価格を含む食料の分

配llI7-の問題により､ 卜'JJにそのIIY.'人する食料′t雄三o)恩恵を得られない人々

が存在したOこの問題は 1:.要穀物U)′l:.13廿1-Iとは別次元の政策的処Jjを必要

とするものであったOこの観点からて革場したものが､｢~状態規範｣を食料

への ｢接近L･J能性｣から構築する立場であるOそれは､食粁友仝†1郎草を食

料o)J.tJ.i:要片側からアプローチするものであったし､FAOのHOll:-(じU)｢状態

規穐_｣では､食粁安全保障は､､!吊J).経済L札 物理L′l'J接近什がIT1..糾されて

いた〔,

食軒左目-i陣とは 1.'[モてU)J＼･ミ･に対して､彼らの必要とする),〔rjtllrJ食料に､物EV.nIJカ､
つ経済l'IMこ接近できることを碓†吊 る̂こと_jであるL.(I:It() lt)Lq二日1い)

その後､食半付)｢~｣巨友乍†米障.｣が､甲.なる r･ばつなどの不作時U)緊急避

難的場面だけではなく､食料'JIPiL!LfI湧ミイ二､7'--̂trj-=なために特定o)人々にとって

常態化していることに汗FIカミtj1-まるようになったtlそして､緊急避難的

対応と常態化する飢餓 ･栄養イ弓:iI."lJ題とcT)1峻別が意識されるようになっ

た｡後拙こ関しては､社会′卜t,r.L全般に批点カいIITてられるようになったL,

～)･1隼の国連の 『人間開発用･;L.-A.lF』ではこU)視点が合まれるに坐ったL,｢′巨

計 (liヽ･Lllihood)｣の作りJjが1.7',ll)れ､､■')かH･U)食料に関する社会的文化

['J',Jll亨景への配慮も合まわるようになった､､ここには､アマ)Lテ ヤア ･セン

a)矧叫､飢餓問題のFI･.会的要囚叫 i輔師)臣轡がしいうれるOセンは､食料イ!lj

給量が確保されていたはずのベンガJL飢輔U-)-.'り題をl反り卜げ､膏呈出こある

飢餓､十Ji'-il･への社会的イ二､1''-等の問題を指摘し､弱晋が飢餓 ･栄養イ(艮f'rL.J題

-I. .･J､; : ' ､､ .･､･一･ m 三.≡:･･.

穐lは､こu)ような社.Lt的ア7ローチの視点も取り入れたいた-.)て也lri的

なもU)になっている(,

甘Hu)安'Iて†損料ま､圭てLi))＼く･がf‖川!i,でも､活動的で配座的な′l:i,I;-U)たLV)､Il常的立
合･Ji--U)ニー:I,'-や食物U)bf:)+に圧合う､卜'JIH/つ}/1'当てで栄養価U)lL.吊)食料に､杓理l札 社

f㍉＼0のこU-)月吊盤根縄iはここ2(川:Lの国際偶発問題の考えJjU)'封じに

i侶 1､食料安円某障U)定義を兄直してきた結果である｡経済発展カ＼ら取り

域された八十へU)処万篭として r什会的接近性｣を加えたことは､こ(川TH
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題を抱える脆弱な社会グループのl■い■/二､エンパr7- メントといった矧叫対

'j.､.し･.i .1311∴-∫:.I.･,':llLfl∴.小JL･･･:日.J,'･.,･:I.1二･･､ . .

そこには､JJlijの生命､尊厳への批点も含まれ､安全†三郎卓論としては人l.lu

の安全[米障をも考慮するアプローチに変化しているo

以 F-_のように､FAOO)｢状 態規範｣は食料安･円某陣の現状や､LliJ際開

発U')観点も考慮しながら大きな変化を遂げてきたL,90年代後半からの課

題は､このような ｢状態規範｣の更なる帽Ll:..あるいは梢み F-.げではな

く､この規範の求めていることをどのように尖践していくかということに

かかってきたL,このような 文脈の中で､It.人卜に概略する2つのアプローチ

が楼場してくるのであるL,

iTl三｢食料へのTL?i-封∴J:)-'フrコ.i･

招

1996WITSは､この ｢状態規範.｣の'実践化への転換点であった｡｢食料

..･'l:-::,I.･了 -二 '∴ ,∴ ･L.1! ､‥車 {!… .r''' ;-:: ､.∴!:､Ill

料への接近=J能性を ｢人権｣として捉え､｢食料への権利｣を､｢入関とし

ての戒厳を持ちつつ､Irl身で食料を確[某し｣､什11才が食料を牛確､あるい

は購 入するための資源へ継続的に接近できる柏守りJとして規定するL,それ

は､必ずしもフリーハンドで食料を手に入れることができるという権利で

∴ ･ ･･I.:､､ I_:15=.∴i一仁 ､:､ ･.i:;. ･･ .-

して位LL.Lfiづけされ､飢餓 ･栄養不良問題への仙 榊頒kり組みが遅れている

当Il頼iH二対し､Llミl寵の義務として制度幣備､政策決定をグローバルなJ描f::

か引uすものであるL〕掩.-i-すればl甘哀しべ)Lの食粁安全保障を､グローバ

ルな観点から ｢社会権｣を介して進めるアプローチであるL,

3･､ }トミ ･ ･ ･ ･ ･ ､･ t-.● ･

とで､当~撃Lt抽)政府の食料 ･県業政策に透明件と.掛りJ古fr:を求めるLlま

. .I: ' ､､ ･-; 一 二.･

訴えることで､より多くのステー タ･ホ)i.ダーを碓(某し､支持の付体を

:.･ ･ , 一 ､ i工

I:oo(1し'()11LLTI･(-､.qS)のF鋸 l'i会合として設けられた ｢飢餓からの月山へU)人
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廿/･.Ji日射'旧 :~.:'十日!_'こl'.t ミ:→卜∴･:∴一､.ll;Ji＼H!＼1:iL∴･さく∴･JlHL,

FI.ee(lolllfrolllllullgPr)において､｢'飢餓からのIr川Iは桟木的な権利で

､チ･.∴ 一･:Lj:I,'∴/L.二･;[;/ I_i-.I,..､i:,I.I- -{J_.. ･昌ミ･ー;J閥.)∴.'j;/,

場での ｢食料･への権粧Jの宣.ミ~は､1970隼代の食料危機､とりわけ1972

'i●J･･､ミ'し､I/･~;･･11･:I.J刷 l'.!!.I.･J..' 二H･',･L,:..■:!一.･トト .lt卜･古!!了丁

読 (t~h(.､Wor(iFoodL､(111f(Ir(､1.let,)での ｢飢餓と栄養･･不良の根絶に関す

る普辿n'lJJI'i:言｣に原点をI,iることができる｡､この'LLl.:.tlにおいて r全ての人

IliHことって毎われることのない柿ヰ叶Jとして､｢~~飢餓と栄養イく良から0)lFI

l;..右 ･ll ●.･叫‥､::･'. ∴∫=!'トー.J.l'､Jvr舟l∫沃′JJ..･侶 ･■..∫- J:-V･/1',.,､立 J

かの国際会議などで栄養イ弓Ii関越をLflJL､としてこ0)権利への言及が見られ

たが､llミ仁泉のコミットメントは 卜'JJでなく､7･川･'･会議での飢餓 ･栄養イ(

良問題の1O隼1'川｣の解決という宣言は'畑賦こ程遠い状態が続いたo

Fu食料への権利｣がl軒衣を含めたコンセンサスを得て､グロ-パル･ガ

バナンスに組み込まれていくのは90隼(じになってからであるL,1996WI~IS

lリ､前の二多くの会議では､飢餓 ･栄養イ1艮IL-り題の拙言は政洋汗畑こも])の弱い

ものに留まっていたoJ亡来､ ｢p食料への権粧｣などの社会権のLlミI際標準化

には､幾つかの:Jt進lliHま.否定的で､り=碑な柏判 の美行がコミットメントさ

れることはなか-つたL,1t)9611'FSは仕組みとして､裾lミ11束U)り-ダ-やそ

a)他0)ステーク･ホJLダ-が､ll-体的な政策や;1iql_a:を決める場ではなく､

個別U)立場で飢餓 ･栄養イ11封!L.]題の現状を議論し､拘束性はないながら行

動へU)コミット大ントをJlLl.:言する場であったLlしかしながら､lt)!川1lTI-IS

はこU)流れ0)大きな転換点とな-つたのである11

2)

｢食料へU)権利｣アプロ-チは､そU)I,t;i-点をIf)･11隼U)7ランクりン-

JL-ズベJL卜による･･1つのIr川IU)1つU)｢欠乏からU汗川上 に求めるL､そ

して､その今日的な法的l'llttLLを､第 '.次項i射妾の人杵のいこl際規穐化し明･嗣 t

を作った基本文.暮!･.である19･I射卜U)FILL:弊人権′立言工 lt)(～(川:･1芭効U)欄や

済的､社会的及び文化的権fLuに関する国際規約 (lIミ1際人権規約 A刷約日

a)a)､その第25笑において以 卜U)ように規定する｡



200

･rL525菜

l すべて 人は､1(食†i･I.l･七墳牧び必要な社会的施.没等により､EEIL1枚び'表紙U)性1_,kL
牧びhl..;朴に 卜'JJな′I:摺.T;-水準を†削キする株制並びに失業､叛病､心付障'.壬∴配偶打U)死

L､霞齢そU)他イ二日JfJlt力による′‖占†こ能U)瑚合は､fti陣をJ受ける総則をIJ■するい

~ttt二相 人権 宣 言-:tは 法 的 的 Lk-1]が な (Jtll'∴汗吋効 11に留まるが､この25条に

よ り ｢食料 へ の権 利｣ は､ 衣 食住 U)権 利†那 草の 1つ と して 位 LL.霞づけられて

いるO また 同時 に､ 個 人t'衣庭 の健康 ･ht,);紬を満たす 水準 の確 保が求 め ら

れて いる. 一万､ 法 的拘 束 )Jを持 ち､現 rl三約 160カ国が批准 して いる ｢[:tiI

際 人権 税約 ｣ のA規約 で は､ 1_1条にlリ.卜のよ うに規定 す る0

第汲1粂

1 この規約U)締約L州ま､l'l己牧びその家族のための榊､1'[な食糊､火野真性びtH.7ほ 内

容とする相当な′t:_i.キ小才裾こついてのMi.びに′r:.i,i-菜什U)1;断の改源 二ついてU)すべてU)i1-

の権別を.認めるL,締約LT-Jは､こU)紬判 U)′人相を確保するために適当な措lt;ILLをとり.こU)

ためには､HlJJな合意にJt巨ゴくItミ膿tIhlIもJ)が極めて巾要であることを認めるL,

このA規約 の 11条は､ tII二相 人権宣 言の25条で論 う衣 食ti万)権 利 保障 に

ついて lliFL衣の義 務 を認 め､締 約 国の権 利実現 のための義 務 を刷定 す るt, こ

の点でHJjらかな よ うに､A規約 l･.の ｢食料 へ の柏三別｣ で は権 利 の 享tJ-7:_体

は個 人t家庭で はあるが､そ の権利確保 のfIl.い T･-はIliI寵 で あ り､ ll･r表単位

での制度整備が求 め られて いるので ある｡

一方で､2条はト灯束の義 務 にF張lして以 卜のよ うに糾定 す るO

第2桑

1 この槻約のTJi締約IkHま､lL/-.法mlt..IlLそU)他のすべてU)適当な JjLJ;によi.)こU)規約に

おいて認められる柑判 U)完全な実現を漸進的に遁l'qするため､=国における利ftJIJJ能な

r段を旅人脈に用いることにより､桐J,,に丈は川際的な拭助牧び協力､‡封こ､相済 卜牧

び技術 卜の緩助枚び協ノ)を通じて､行動をとることを約束するJ

.一般 の 社会権 と同様 ､八規約 の 符柏守りは あ くまで も ｢各[:li像 が最 大限 に

HJ能 な範囲で漸進 的 にJ損 ilJす る もの とされ るLl ここに ｢食料へ の権 fりj

の実 現 にはLlミ塚 の);-klF舶 )余地 が 法 的 に ri在す るO しか しなが ら､ ｢食料 へ

の権 1叶｣ア プローチ は､ IGO力持I以 I･.が批 准 したA規約 につ いて法 的な拘

束1Jt:.を 1:_張す るL,また､批准 して いな いL郁こ対 して も､ 少な くとも道義 的

･ :I ､.I･ 一 ･～ ､ ･
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1!･{!ln＼!～､. 萱ミli1-llL.)l'rl･l左'11一一二l二･:.r･lHl.一Ur11::･ミ･･､･(..!'.tI';'･･:./.

an(1Worl(~lFoodSummit1)I;1nOrActi(_)ll)｣U.11卜､ローマ宣言)は､

2015年までに飢餓人L川)､日成をEI標とするなど､2O()0年のLtミl連開発サ

ミットのミレニアム問発LI標につながる流れを作りllIJ.す ･Jjで､ 一部の

回'衣からの強い反対意比にもかかわらず､｢食料への種本り｣についての明

晶∴･l蔓Jl';;..託､一･.･∴.,･i…il'､工,I:'･''.: ･二.･i,､!lj,:;･卜∴･こ,:I-.､'.I,ti上

るという全ての人の)藍本的権利に沿って､全ての人間が､安全で栄養のあ

る食料にアクセスする権利｣として再確認され､.r:jつの艮f小'7'.Jな目的がア

クション･ブランの中でLTJいT)かにされたOその7..･-1は l~~食料へ の柑守り_.至に

触れ､｢適L')]な食料への権fuと飢餓から['_川1である全て0)人0)持つ甘木的

権利の申t'IをrlJH確にすること｣が定められたO

この1996WFSの動きは､Itミ1連をLIIJL､とする諸機関の食半半左仝†某障へ

の冥f村l'JなJI勅封ヒU)動きを促進したD lt)t)()隼には国連経済社会p暮!車会よ

り ｢適切な食料へ0)権科目こ関する(I,(lnL､rこllL､(1111111ellt12｣が発表され､

今後の r食料への権fljjのIlil際法化へ の法的伏盤が確立したOこのIIJで､

｢食料への権利｣0)!1-†村山な法的解釈が川J,Jこされた｡食料への接近可能性

は､持続‖J能性と整合的で11.つ他井の権利を妨げない穐IIHで明示されたO

そして､この権利を遵守することがItミl'ik'から ･般IFiL引二またがる義務であ

るとされ､牛封こl甘衣の義務の投階として､｢丹L机､｢'l精華上｢ー促進としての

I_煩削､rl![,:lj-としての美甘｣a)整理がな されたし､2()001I:Lには ｢~食料への櫛

fりJのJ招じにとってtTlI要な役割を果たす ｢~食料へ0)柏判のための特別鞘･;I,-A

∴･! ･､い･､王､邑HI:､･;h･l,･･･ 1-L･l(;≡ :I:･.-･t!:lj十書-:I:J､りt..:.I:;,:lLl:'･t

Jl十JI'･1･_勘i吊こ設けられたL,

しかしながら､.LH仰'.]な政策の進展となると､lot)(川1--rSはHLtlな立場

での'[■r'_.汗JflJ杵柄を持つに過ぎず､個別の国家の飢餓･栄養イ弓封tL.J題U)[刷｣

での対応は鈍いもU)があったL,飢餓 ･栄養不良問題0)ノ来践化U)動きを決定

づけたのは､20(12年に聞かれた_1996WFSのレビュー会合である ｢tll.LLN

食料サミット5咋fi21 (ll:lIS･fyl)であるOこのWFS･fylU)ホ1'ントは

以 卜の通りであるO
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弟1は､｢食料への柿fり｣の実行U)ために､ボランタリーガイドライン

(＼･rL;ド)(~iT:.式裾 ま､｢巨像 食料安全保障o)文脈における適切な 『食料への

柑判』の進歩的実現に関するボランタり-ガイドライン｣)を定めること

を求めたことである｡ この＼･r(;Sを厳格なものにするか､また柔軟なもの

にするか大きく意比が分かれ,その冥[本的検討はI.丁Å0でのLlil'衷rTuU)r7-

キンググルーブ (IGW(:.)に委ね られることになったLlこの過F.!.を経て､

200･川:I(こ＼･･'(isはFAOによE)ll:_式に採択されたL,

第2は､このような動きをアドボカシー (政策提言)の面か ら強化す

るために飢餓 ･栄養不良問題のアドボカシーのネ､ソトワークを､_JI1-Jtl舶 )

国内に作E;)だすことが確認された ことであるoI~TA()､WFP､IIIAl)､

'1･-_物多様性11ンクーナショナル (lうiotliヽ-ersitylnlr､Ⅰ･IlこItiollこ-ll)によ古.)

｢飢餓に対する国際アライアンス (llltPrn;ltioI-1こ11A).liこ111CeAgainst~

I-hlnger)Jが2()0:川 :-Eこ設 立されたL,その後､201(川二に.Y.称が ｢1yL餓

と栄養不良に対するアライアンス (AlliこInCeiLrlg;~linstIIungerzln(1

MこIlnutritioll:AAllh,1)となったLIAATIMはローマに拠点を持つ飢餓と

栄養イく良問題に旧するグローバルなアドボカシーのネ､ソトワークとして､

[叫ア7T)カやラテンアメリカ地域を中心に飢餓 ･栄養不良問題を抱える当

小国のIITにナショナル･アライアンスを作ることに成功してきたL,

魂き

｢食中tへの権利｣のJ美代で､今tl最も,T..:要な役割を果たしているのは

V(1,SであるoFAOにおいて2()06年に ｢食料へU)権利ユニット｣が設立

され､このアプローチの中心Irl'Jf封;-:lJを果たしているL,VGsは仝邦で1鋸キT一

条のガイドラインからなるも0)であるが､主要な分野として､寸凍勘芹日田巨

.i L､ :･･:.;I.l 一･::'卜]':間itiJ ･..:月 ･;:一日iJ'(Jl工 :宣1･r∴lJ･/;･:1U:'i:(･ …

.:;I:I.I, ･ ;'･ I-こ I'.]F'.圧･､′引J:i:J､･i:'j′:J'-!lJ･-ミ::'/.て十･ト. .//.::

時 対 応 の 7 つ の セ ク シ ョ ン があげられている｡そして､対象とするLliJf情去

の 分 野 と し て は ､ 憲 法 ､ /d 描 法 (frこlnleWOrklLlW上 巾点的法規 (lくPy

p yo v is皇o n s) を あ げ る o V G s碍 焦 慮 は国家レベルの食料資金保障対策で

あ i)､ 回 内 で U)政 策 対 応 に つ い て モ ニ タ リ ングすることを巾AiしているLl

ま た ､ 様 々 な ス テ ー ク ･ ホ ル ダ ー の 関わりを求めているL,

こ の よ うなV(;Sから比た ｢食料への権利_｣の特徴は以 卜の.'iつであるo

lつ日は､強;1iUJJの ｢fLlH接伴｣である｡＼･'(i.Sの役割は､飢餓 ･栄養イく良問
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題を抱える､J'ltJ叫Iに､匝1際的な舶範の観点から､ト叫勺の制度､政策の変更

を ｢間接的｣に†足す点にあるLl､['l'j小Ⅰに対し､飢餓 ･栄養イIL良問題の課題

代打と対応策の桟木方針の拙示を行い､最終決定は個別のIk】家に委ねるo

VGsのLl:.式rT称にある ｢lk｢衣安/It11郎章｣という言葉が示す通をィ)､飢餓 ･栄

養イく1-iFlt.J越を抱えるN'束の国内政策､制度を HtミJ際的標準｣から示すもの

の､L甘衣のIL1日付な変化を求める_立場であるLl

二･,…l.i､＼い･-き!J, l'=ト∴･‖!!川 J)'j:JLJ.!･:-Jl.j}/-i .I:I!･'

1･･､:ニー‥ ､il.I .∴∴., こt.･', ト.吊･li ~､J'',.:, :I.T'.ご晶J-ト‥ノ＼里

約苅2条に規定されている社会権の特徴でもあるO当判､k=こ取るべき政策

を7レ-ムワークとして拙示し､個別0)LJf†嗣こ最大限配慮しながら美行す

ることを促す｡この漸進性は､社会権の内容の ･意化に反対する甘衣との

妥協ともいえるが､そこに普遍的軸箱の､IITてはめを､個別lHF'i=を加r味しな

がら推し進めていこうとする現美作も比出すことができる(,

3つ日はCSOドと0)連携によるモニタリングであるoVGsの作成には前

述のように1(;Ⅵ･-r(;･がLFJ心的役J.I;･IuをLj!たしたが､他U)llこ[際機関､N(iOs､

eSOsによるft帥酬'.)な参加も比られた.グローバル ･ガバナンスのIl)で人

権意識をiIJiL､当事1舶)政策へのt:;A･.Fi視を進めていくことが重要なメカニ

ズムとされ､LISOsによるモニタリングへの参加を求めているL,

巨rl卜 ･JllLtij ･,l.T f･J,;.ト･::-'-:∴. ∴∴ l It.二.･J弓､J/:rL'､.

し;.､. LH!?.ll:し)!'- L;･..i..上 コ川!一周 ･∴l:J･∴∴ ll一一･･､‥1l'･

別Jを憲法 卜に叩J.:i'己したL,r食料と栄養の安全保障に関するIkl'束黍と.i会...≡

が設立され､その3'JJの2のメンバーが車L現し会から選ばれている(,その

(･::. / I+Y･'､､.::日 . :■･'';∵･∴ ''/,･'F､'.I. :､､､､ f▲い ､ニ

ケ､ネパール､ニカラグア､ペルー､7 (りビン､セネガJL,､シエラレオ

ネ､南アフリカ､ タンザニア､ウガンダなどの川カミFAOU)このプログラ

ー､_十 l･])､.･'..I-l :./[3､､〉-I:tく!'‥ ..(j･.I_ :･1.:;一･I･･' i∴･/, ､

1V ｢台唇主 !f･;; J･}フi"トーチ

1)

｢食料 1:.柿.iアプローチは､飢餓 ･栄養不良問題を抱える､lLT'j小 IU)

＼､(L､､･･.r:‖ttlト1..'i l一･1.-:L!;∴̀. I/萱. ･･''･L:,:'ll'-∴･-i､, ;一

口一千であるL,1996WFSで､I.こl＼IiこIeLlmPeSillこl(ラ ･ビア ･カンヘ
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I:-:-は 申 ､ト､∴､,.il;り -,･'I;i-r-こI'i'lJ.㍗;:上 l＼L)∴L .,.満目.tJ::

がその概念を支持し具体的な施策をf~j--っているものではない｡それは､食

料安全保障に問する概念であるとl司時に､従来の食料安全[三郎章のグローバ

Il･.I,I/＼I:~',､′Jll摘.t:Jt∵hl.･:日に.:tl'LTt上'こ/･Hi.;I.I.Ll'･..こ) Ml′!f-Ll'･iJ二'l',･t.A

ら多くの議論がなされてきているが､食料 1･:権を冠する会議､学術･r埠など

:;'_J川JL):!t'し二)I:,-j∴ 圧∴7円,:.;こ/).'/I: :こい'..

この ｢食料~11-_権｣の 日掛ま､グローバル化のLいで先進川の大か業に支配

されつつある途 [･.LI紳)農業の生産､分門己､消費のありJjを終烏させ､代

わって現場の農業井､とりわけ小農業8-､小作農､女性､原住比 (一ps)

の農業と食料に関する ｢決定権｣のL..lfk-をfIi::fこけ旨すことにあるOここでの

｢lJ.権｣概念は､国際政治､国際法 l･.の l･･-.権とは全くtJq.なるもので､食

料､農業に関する政治的な決定権を指すO｢食料.lI.棉三｣は､遠.__l二国の弱い

立場にある食料′ト産者の直接参加Iによる食料 ･農業政策の決定を求める｡

食料安全I～郎章の ト体としての個人を更に徹底し､食料の生産､分配､消印

活動の決定権をl糾妾参加により回悔しようとする0､11-1i古の農民の批点､

とりわけ脆弱な農村の女性､IPsからの視点の重要性を喚起する点で意義

深い概念であるO｢食料.=l三権｣はこのような卜】的に叶う具体的実践的なfyiT;･

勤も広く含む｡

｢食料 i･'.権｣は ｢持続‖J能な農業｣(あるいは､アグロ･エコロジー)杏

主張の.1つ とし､環境と0)調和を農業乍--.産の桟軸に置くOそして､そのT･･

法を続けることで長期的には生産性の高さを保持できると考え､食料安全

保障への方策として結びつける｡持続HJ能な農業はエコロジーの観点と農

莱/I:.FTt.A.:を結び付け､長期的な農業生産の維持を短期的な増産に幡先させ

るOこの立場は､個別の農地にあった闇業技術の適f7~】を舶い､農業II-･-.産と

'亨'廿;.:･l'!'J/Ll-I.iJJ:け!'J'L:JJ.工llT∴ )/:I.Lf･･jjJ･:'1._.fT-tJH!.二-I;ト'∴ t/1-

そのために化~I~i燃料などの再生不l~-1J能な資源は限定的に清川し､l二壊､水

などの農業資源については､長期的維持のための利用のT･･i去を考える.こ

のようなことを基礎に農場の長期的清ノJ､また農民や地域社会の生漬の質

川:rJトこ't丑 1-..'!.:.:!::二′､チモ-∴ !;:.

｢食料 主権｣は､伝統的な農業T-･f去､文化､コミュニティを重視する.

伝統的な農業知識に基づく′ト産こそが､飢餓 ･栄養イl一良F7号】題を解決しうる
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蔦業U)あ()Jjと考える｡､そして､食料を rkL化L糊旧帥オ｣と 位 ll'L'tL伸 す る 0)

∴･:}!'. J∴‥ 1日 .垂.■i､∴.:+I∴ ]'.･L十11竜;/'J:Jl'Jiil-!L l甘 :巨 ･､∴ 't '･

は推進するL,途 EA_国においては､独特のlL_地制度が残り､ f1-性 や Il)S に 対

する差別など､農業の近代化の推進により解決すべき課題 は 鋸 1° 典 li.7川 ItJ

な例として､アジアU)II!l村などに広く減るJJA_地所存制が 指 摘 で き よ う し,

この 卜地制度の改LtI-;.運動は r食料i三権｣の榊別送前から存 ("t三し た が ､ 今 LI

ではそU)議題のlつとして､′トjl･Li業芹､小作人などの 弱 芹 の 権 fり回 復 U〕た

:∴∴ i')::.lf.I;,'･..I).二}/ 1.!･: ､

｢食料l:_柏三｣は､持続ITJ能な.県業の論i引Lll様､｢緑 の lY･:命 ｣ の 負 の LlIは 指

摘する｡緑U)tLl'･:命は､i･-.要穀物である小友､コメ､ジ ャ ガ イ モ な ど に 各 ′I:.

荘lL"Jl種を開発､導入し､L!_JILNU)出庫物の′f･'_llf紺1三を lL:,.;め る こ と に 成 功 し て

CollSultatiヽ-eL;rt)ill)(.I)nlllterllこItio nこ11Agric u ltu rlll lip sLII:lrC h ) グ

ループの11AJf'･発機関で進められ､60叶代からは IL.ll.種 改 上封 こ よ っ て 途 卜 国 の

i:_要穀物の′I:_Jl,Jf:i什向L-.をlJ指したL,この各′卜 産 lL"'J柿 の 導 入 は ､ 大 量 の 化

学肥料による農JMll.'l:It!_､高濃度の農薬による粗 壁 物 管 理 を も た ら し た o ま

た､その種苗の柏判､販J.;iの ･部を先進川0) 人 企 業 に よ る 独 IIILの 卜 に Lr削 1

が痩せ､また小農業H-の離蔦､耕作放棄が 増 加 し ､ 途 卜 川 U)盟 業 が 危 機 に

瀕しているとするOまた､先進Iln:_導の途 卜 Ililに お け る 農 種 物 U) ilfi. ･lL"-TEl

牛舶 ま､蔦業の機械化と商業化を伴うこ と で ､ 途 卜 t舶 ) 社 会 や 就 労 0)構 造

を変化させ､′ト規模なJl,3業に依拠して き た 弱 打 で あ る ′ト 農 業 H ･､ 女 作 ､

TPsが′t:.計としての農業をすることを妨 げ て い る と も 指 摘 す る O

卜 J∴ …巨 '-'i＼･∴ L.∴てr!'i■左1ItlJ:･一二･ を ':/ :-∫,:●JJ 十 ‥ ･:. /- ㌔_ I I:

蔦業貿易のFrftII化により､安価な穀 物 が 違 .し二l桓= こ 入 り 込 み ､ 経 営 基 盤 の 弱

い農村をItfl-.撃したと指摘するOま た Lli■i. 1践 増 の 人 ;Iを:'I三井 が ､ 闇 村 社 会 の 多

様な農業の姿を争巨ったとも考える L, 加 え て ､ 途 E-.匝 膿 業 o)商 業 化 に よ EI.)､

都rfJJ化が進むことで ｢弱勘 で あ る 小 股 業 宵 の 安 定 的 な Ili 業 ′l川 と 基 盤 を

醇ったとIi~:.張するL,このような tr川 11L-t'i 易 の 弊 害 を 踏 ま え ､ 途 卜 川 の 農 業 IT･

の日清的な農業を†某護するため ､ llilllJの IlS ttll:':物 市 場 の 保 護 を 求 め る O 断 L'‡

由 r:.義によるグローバル化､そ れ を 支 持 す る l-1那 崇 政 治 経 済 体 制 へ の 反 対 運

動の1つであるとも言えよう C
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2)

｢食料主催.jの論･勘二は､I,こ1ViLl(ごa.mpeSi11こlのネ､ソトワークに兄られ

るように従来U)農業 ･蔦il=糊発､Jili村政策に対し川J碓なiltl'･-りを打ち目して

いるグルーブが中桟にいる IJj､先進l玉柏H:_導してきた途 L-_LlilへのIl-Bl業支

援､投資政策の発展的帽IT･Iを求める穏健なグループも存t~i三するt,後J7-のグ

ルーブは r食料主権Ja)概念を緩やかに捉え､北の:Jt進l_11カ＼らのより梢極

J.1'.::.:'';l'･.t皇:,/', /l･-1･･ill: -,.I-/I.: ･∴ 'JSiミニi.;∴∴,.t二…U-l､L･:.I:tこ1

は'L封挙げI･:から立場の異なる論打を含むのであるO

この点を考えると､現段階の ｢食料 i:_権｣アプローチは､Lりj確なF京理を

持った思想f本系というよi.)は､則郎llJな政策の柱を緩やかに.代打する ｢議

論のための枠組｣と言えよう｡学術l柚こおいては､緑の.-(･:命批判､f寺続r,1

能な農業のi:_張､揖業当■lfE･の直接参加､途卜国の 卜地枠別問題､女性､

を包含するものが ｢食料主権｣とYl付けられるケースが.多いOそれは 一種

･JII＼､1'JT∴ ∴､げ;二l･.が､･.∴,. ･∴.~..･二.1日は'1'',l'lL!(.iL一hl.t■二上:ij

発からのパラダイム転換を迫るものであるO例えば､i-zlViaCと1111peSinこl

工i:子!::･以巨=lk量小真l･･日.llJl'.r'1./!.-r-上し::!':I;.lIIl.:モ∴パ'こ'.亘;-

*人権の つ

*農業改一羊(1二地政隼:_1･.地所ff権､とEl)わけlL性へ)

*人然貸源の保護 (持続HJ能什)

*食料貿易の再編 (f'摘[7の優九､適lHIlli椿の維持)

*持続的な飢餓問題の解決

*社会的平和
*食料への民.~i:_主義的支配

また､シヤーンバッハ-は ｢食料i三権.｣の.嵐論を以卜のJT‖Iに触れなが

L･.一一●･::｢L~∴トユ:I-.

*人権を守ること

*他産地消を推進すること

*′ト農業H-､小作蔦が上地､農 業 貸 源 へ 十 分 E--1 つ 適U](こアクセスできる

こと

*種t-17.番席､遺lLifに関する 牛偏 1‥か ら 農 民 を fX .:葦 す る こと

*水等の扶仰げ確を均等Flつ 持 続 l-†能 な 範 囲 で 配 分 す る こと
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*蛮地分配の均等化を図ること
*小農業者等が農業′I:.I)Ll=f､消費を自己決定すること

*川家が､輸入食料のダンピング価格からlIミ1内農業を†与轟尊する権利を持

つこと

*持続ITl能な農業(アグロ･エコロジー)のTLi去を取ること

V考察
以f･.の2つのアプローチに比られる食料安全(米陣へ0)某通点は何であろ

うかO以上の点が指摘できようO第1の点は､グローバル･レベルで現れ

ている飢餓･栄養不良問詰酎ま､ミクロレベル(終l舶 0)国rM測度の失敗の

(･-I/tI:∴~f,･;･･:,二∴1/)'7-.:,I.Ji..∴ミ∴ ∴し･.コ~,､t･:I'!二 .･r-:.-i.3':岨lt･j

養不良問題の解決に､個別の甘衣で0)諸制度､あるいはそ才lを抱える住民

にll'-Jけての制度の改LY･J_を求める｡これは飢餓･栄養十良It''J題を抱える多く

の､l')'糾可が､LIJ.句制度が未整備のまま経過し､十分な政策対応をしていな

い現状を｢トからJ修II:.して解決していこうとする､いわば ｢ミクロレベ

ルのアプローチ｣ともいえようO｢食料への権利｣アブロ-チは､憲法へ

U)｢食料への権利｣0)別定をも含めたIhl両制度の改革をVt;Sから求める.

｢食料1:.権｣アプローチは､Lh]内政府に対し､従来の食料政策､蔦業政策

の転換を､当卦宵､弱斤の観点から求めるLl

第20)点は､この2つのアプローチとも食料安全保障への規範的アプ

ローチをLT1-.批していることであるO既に比たようにグローバル･ガバナ

ンスとしての食料安全保障は､FA()を中心とし提示されてきた飢餓 ･栄

養イく良に倒する｢状態規範｣が政策け標をリー ドしてきたO｢食料へ0)柿

利｣アプローチは､｢国際人様規約｣をl~fT･L､とする人権の体系のr卜に食料

への権利を比出し､人権の観点からその充実を求めるO｢食料二】三権｣アプ

ローチは､小農業芹をはじめとする股業分野の弱井のIzl己決定の回復をあ

るべき坪想とし､あるべき姿としての決定権の回鮎を政府､国際社会に求

める0兆に､FAOの食料への｢接近L号能性｣としての ｢状態規範｣のii･

†本化を進展させようとするものであるL,その背景にある論理は､Ll常′I:.描

に問わる人間の尊厳のあるべき姿を念頭にlL-削1た､人問/ilt三にr馴')る ｢Jf･'.

義｣である｡

苅3の点は､グロ-パル･ガバナンスで0)アドボカシーの巾鮎であるO

､ulLjiLklの政府に政策の転換､制度の改編を促す.T･-i去としてアドボカシー活
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動のネ､ソトワークを活用しているD｢食料への権利Jアプローチにおいて

は､､l'l̀糾IミIでのモニタ1)ングにおいて､CSOsを含めたネットワーク0)捕

動を推進するOまた､前述した ｢食料への権利0)ための特別報告′lI,;｣は､

飢餓 ･栄養不良問題の状況に問LIlil際社会への常tll=重要な拙言をなし得る

立場にあるOアドボカシーのネットワークとしてFlllJ'述したAAIl九･･Ⅰはこの

..才.tこ小Jl了汗1..'翔をijこ,i:-Lミ ● 'J∴ I'･.･卜 !̀. 1･'/L: ∴.-,I.さて.揺.

La !ヽ'ia(二ampesinaド日本がグローバルなネットワークを糾:k=こ作ってお

･･､∫,'tt;I･'､:IILへ･lL′さ~.1'工:こ,']:-.i !'･.∴ ､,il.JJ/ I:二

二･_I_i:･.1∴･!:31:ン了 PJJ 付-.卜､t.再 川 .･'/LT･仁-. li･ILミiJII. I.･''/

ローチの今後の課題はtL-JであろうかO幾つかの批点からコメントしたいO

:I:,;I.i.･i;.1古工 /J)i.;I:.il･'ul!'.い'-Jミ!1̀ ･-,r､Hi:lit,:]･lLI'･∴i,lT.I:こL.:lJ:/. :､･巨l/い~

I,''ト-ト∴日∴~::･tt･･卜∴ いるが､､十l''i目し･.ニト押付,十､-)､ニー;-･∴ ･十Lt:),

考慮は必ずしもl高くない.多くの飢餓 ･栄養不良問題の､l日印ヨカミ､｢食料

への権利_｣アブロ-千や ｢食料主権｣アプローチの求める政策立案や制度

改革'.の能JJを持ちあわせていないケースが大半であるOこれをいかに解決

するかであるが､そこには規範的アプローチでは解決し関ない政治的､経

ために規範的アプローチが後退する場面も′しまれるであろう.

また､､-1i事国以外の二1-三体をいかに ｢規範的｣にガバナンスに取り込むか

こ二-)い ∴り雪.I.i;､!,Jと､Lll/∴tr,/.I:. .ilt'..二川Jj.･∫-ノミj Iv)諭iTがIIFこ1J'/t

と伺民との間だけでは解決できないものであi上 l二瑚際社会全体､あるい

は当事者以外の国やL!-]外のステーク･ホルダーに､この問題に関わる必要

作を坪解してもらうことがグローバル ･ガバナンスの課題である｡そし

て､この関わりの必要性は触範11ll).BPL-1味において位置づけされねばならない

であろうOこの点に問し､｢食料への権利｣アプローチでは ｢領⊥l:_外義務｣

.､:;.-;-こ:lt･r･･il{':.ち:Llt,.≡)呈い.I;i''th､左 :_)J....･転.･l:!3:JJt.}';ご.riこLtI.lJl.

第2の課題は､この規範的アプローチの持つ ｢---一元的｣な価値観が､飢

得るかという点であるo飢餓 ･栄養不良問題は､当事l車=こ減る伝統､文

化､社会の問題が反映されている場合が多い｡その ｢外部｣からの解決に

はこのような ｢ー特殊 主義 (partictllarislll)｣的要素をどのように導くか
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という課題が減る｡r食料への権利｣アプローチは､普遍主義的な人称ア

プローチをもって､この多様な 文化､社会要素と対峠しようとするもので

ある｡ -1JI､｢食料 i:_柿｣アプローチは､侶扇l:_義を掲げる断｢=1卜iI.義的

グローバル化に反対し､tl.塾業o)当LjfH-へ0)決定権o)L‖I復を求めているL,こ

のことからすれば､札念としては特殊 1･-.薫的要束と代存的姿勢を示すもの

であるilしかし､彼らの i:.･]長である 廿調f汗川11:.義上 廿上貸本 i:.義Jなど

アイデアであり､彼らの議論の膏呈出二はあくまでも侶逼1･-.義o)問での対立

がll川日比えるOそのアイデアが'実践に移された時､｢食料 1:.権｣アプロー

チが火たして､多様な 文化､社会的要素を膏景とする特殊 l:.義との代/)･Iを

どのように進めるU)か､現段階では明らかでないL,この点は､某いくⅠを]FTJL､

とした川際関係学で20()0年代に議論が盛んになった国際社会.論での (-ii~i･

J~汁1三(soli(1こIril),)｣と ｢阜I津1-:(1)lurality)｣の概念が参考になるであろ

-t･ 1..･:･j-;･J･∴:..､!一･卜.トーい ,.;)∵トト巨 1-,･･:, J､持 !･.:_/:.,:■･ -:

際社会に､■'Iてはめるのかといった､より大きな枠組みからの議論が.課題

､十二∴ 十･.: I_j二 兆･･.,闇･!.≡3.･･'/H J.IJ･t'tJli,'こく叱､;I.I:･:宮､-∫_

｢普遍的な統 一｣を目指す0)か､r多Jt的なIIl:ljE｣を巨け旨すのか､′実効什

と規範のあるべき姿のILl欄i点から議論を進めるべきであるO

第3の課題は､この2つ0)アブロ-チがあまりETIJ_視していない ｢Fjt進l_~til

の持つ科学技術｣のL,"71題であるO緑0)革命は､そU:)科学技術信奉と商業 主

義により､途 L･.回の農村コミュニテ †に弊告をもたらしたことは■ji′夫であ

ろうO しか しながら､科学1封侶こよる飢餓 ･栄養イく1封.ll'J題U)解決は',.t全

に無川なのかという点は疑r.I-掴ミ減るLl増えつづける人Ilへの対策として､

廿甜紺･'.i-LJ-rによる′卜産量の増大｣をFけ旨してきた緑0)･Y;.i命o)成IRを完全に

.ヤ定することはできない｡伝統的農法だけでは､ 7･'_要穀物の大きな増J舶ま

望めなかったであろうL,また､農産物貿易､回内の食料'JI配のLtk.:引ま必要

であるが､いi豚 がこの部分に関わる比問の企業活動をど0)Fl!.)窪までltilj限で

きるかは､今LIU)llミJ際経済の実情を考えると大きな課題が捕る(､lLI二相の人

LIが加速度的に増加する中で､人々の牛存のための食料′卜舶 ま､折たな手:I･

学技術o)導 入なければ美上_uは不日J能であると思われるO

この点において､あまりに純粋な規範的アプローチは限外を示すであろ

う｡氏IL餓 ･栄養不良問題の解決のためのf:IIJ芋技術の導入､また農業投資の

拡大には､I)tj鋸帥ミ1､あるいは大企業とのF'"'Jので ｢柚It11-l昆Lt｣のための連
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携が必要であるL,規範的アプローチは最人根津LT･.:されなければならない

が､同時にILil'烏の問題解決U-)ためにより広いステータ ･ホ)Lダーを得る

必要があるLlそこには､｢糾("Liのための連鵬も柁索されなければならな

いる必要があるO規範o)辿純とF'ull左の連携は､l'lilJ夫のLiil際社会におけるいfJj

輪であるL,

食料安全保障とは人間0)′I:.命のみならず人間0)尊厳に関わる裸題であ

る｡それは､食料の ｢物質的｣な充足ではとどまらない､｢社会的｣な充

足を求めるものである｡我々はこの課題に対し､食料安封水障U)グローバ

JL,･ガバナンスをより強Iil.1tこし､そ0)裾野を広げることで解決にIL'J](ナて進

んでf~i--カ､なければならないL,そのために現段階でまず必要なことは､飢

餓 ･栄養不良間題の､L'lLjiL-k】r以外｣でのアドボカシーU)ネットワークを充

美させることであろうO当'JJ;LliI｢lll外Jでは ｢遠い._jこ0)F.'L,J題を､いかに

r一近い｣ものとして ｢共感のネットT7-ク｣を作りL-_げるかは容易な作業

でないことは明らかであるOしかしながら､｢遠いI.",J越1である多くU)人

にとって､川際関係を ｢川際社会｣という知的f桐l~lを通し認識し､その

｢社会の構成Ili｣として自身を捉えた時､このIElf]題への関心の ｢Ll出 が糊

て ｢国際社会｣の要素が数多くfiri三しているO物質的側l繭に托合うべく､

意識や舶範の側IflT'から ｢国際社会｣という知日的枠組を再構成し､身近にあ

る ｢暮Ei‖襟社会｣の要素を再発托し､その意義を判用ギすることから､この大

きな.i梨題への挑戦が始まるのではないだろうか｡グローバル･ガバナンス

とは､遠いLliT家問の制度ではなく､この ｢身近な｣実践の積み卜げで構築

されるのではなかろうかL,
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粗目)起こすもU~)で糸√)たこ2()OO隼代U-):国際社会論jU~)4吊鋸t llこl際什余を
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